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（
財
政
金
融
委
員
会
）

保
険
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
六
八
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
保
険
募
集
の
形
態
の
多
様
化
が
進
展
し
て
い
る
状
況
等
を
踏
ま
え
、
保
険
募
集
に
係
る
規
制
を
そ
の
実
態
に

即
し
た
も
の
と
す
る
た
め
、
保
険
募
集
人
の
体
制
整
備
義
務
を
創
設
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
保
険
募
集
の
基
本
的
ル
ー
ル
の
創
設

保
険
会
社
又
は
保
険
募
集
人
等
に
対
し
て
、
保
険
募
集
の
際
の
意
向
把
握
義
務
（
顧
客
の
意
向
の
把
握
及
び
そ
の
意
向
に

）

（

）

合
っ
た
保
険
契
約
の
提
案
等

及
び
情
報
提
供
義
務

顧
客
が
保
険
加
入
の
適
否
を
判
断
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
の
提
供

を
導
入
す
る
。

二
、
保
険
募
集
人
に
対
す
る
規
制
の
整
備

複
数
保
険
会
社
の
商
品
の
取
扱
い
の
有
無
等
、
業
務
の
特
性
や
規
模
に
応
じ
た
体
制
整
備
義
務
を
導
入
す
る
な
ど
、
保
険

募
集
人
に
対
す
る
規
制
を
整
備
す
る
。

三
、
海
外
展
開
に
係
る
規
制
緩
和
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保
険
会
社
が
買
収
し
た
海
外
の
金
融
機
関
等
の
子
会
社
の
う
ち
、
法
令
上
、
保
険
会
社
グ
ル
ー
プ
に
認
め
ら
れ
て
い
な
い

業
務
を
行
う
会
社
に
つ
い
て
も
、
原
則
と
し
て
五
年
間
に
限
り
保
有
を
認
め
る
。

四
、
保
険
仲
立
人
に
係
る
規
制
緩
和

保
険
仲
立
人
が
保
険
期
間
五
年
以
上
の
長
期
保
険
契
約
の
媒
介
業
務
を
行
う
場
合
に
、
別
途
求
め
ら
れ
る
当
局
の
認
可
を

不
要
と
す
る
。

五
、
実
態
に
合
っ
た
顧
客
対
応
を
可
能
と
す
る
た
め
の
規
制
緩
和

１

保
険
契
約
の
移
転
を
行
う
際
に
、
共
同
保
険
に
お
い
て
引
受
割
合
が
小
さ
い
な
ど
、
契
約
者
保
護
上
の
問
題
が
な
い
と

認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
移
転
対
象
契
約
者
に
対
す
る
個
別
の
通
知
を
公
告
で
代
替
で
き
る
特
例
を
設
け
る
。

２

運
用
報
告
書
の
電
磁
的
交
付
方
法
を
多
様
化
し
、
顧
客
専
用
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
の
閲
覧
等
の
新
た
な
方
法
を
認
め
る
。

六
、
施
行
期
日

一
及
び
二
に
つ
い
て
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
、
三
及
び
五
に
つ
い
て
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
、

四
に
つ
い
て
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
、
そ
れ
ぞ
れ
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す

る
。


